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第251回東京都都市計画審議会議案一覧表 
 

１ 都市計画決定・変更案件について                           

議 事 日 程 
議 題 

議 題 番 号 内 容 名 称 等 

日 程 第 １ 議 第 7 7 0 4 号 東京都市計画用途地域 変更 足立区梅島三丁目地内 

日 程 第 ２ 

議 第 7 7 0 5 号 東京都市計画道路 変更 幹線街路補助線街路第138号線 

議 第 7 7 0 6 号 東京都市計画用途地域 変更 足立区中川三丁目地内 

日 程 第 ３ 

議 第 7 7 0 7 号 東京都市計画道路 変更 幹線街路放射第32号線 

議 第 7 7 0 8 号 東京都市計画道路 変更 幹線街路補助線街路第103号線 

議 第 7 7 0 9 号 東京都市計画用途地域 変更 墨田区業平五丁目地内 

日 程 第 ４ 
議 第 7 7 1 0 号 東京都市計画道路 変更 幹線街路放射第10号線 

議 第 7 7 1 1 号 東京都市計画道路 変更 幹線街路環状第８号線 

日 程 第 ５ 議 第 7 7 1 2 号 東京都市計画道路 変更 幹線街路放射第６号線 

日 程 第 ６ 議 第 7 7 1 3 号 東京都市計画道路 変更 幹線街路補助線街路第324号線 

日 程 第 ７ 議 第 7 7 1 4 号 東京都市計画道路 変更 五反田駅付近広場第1号 

日 程 第 ８ 議 第 7 7 1 5 号 東京都市計画地区計画 決定 大崎駅東口第４地区地区計画 

    
 
２ その他の付議案件について 

議 事 日 程 
議 題 

議 題 番 号 内 容 等 

日 程 第 ９ 議 第 7 7 1 6 号 産業廃棄物処理施設の用途に供する特殊建築物の許可について（株式会社春江 エコアース） 

 



東 京 都 都 市 計 画 審 議 会 委 員 名 簿 

 

（令和７年１２月２３日） 

議席番号 現         職 氏     名 

   

会 長 
公益財団法人自転車駐車場整備センター

理事長 
樺 島   徹 

   

１番 東京都議会議員 尾 崎 大 介 

２番 財務省関東財務局長 後 藤 健 二 

３番 東京都農業会議会長 青 山   佾 

４番 東京都議会議員 高 橋 まきこ 

５番 農林水産省関東農政局長 菅 家 秀 人 

７番 東京都議会議員 吉 住 はるお 

８番 台東区長 服 部 征 夫 

９番 板橋区議会議長 田中 しゅんすけ 

10番 経済産業省関東経済産業局長 佐 合 達 矢 

11番 東京商工会議所常議員 中 村 節 雄 

12番 東京都議会議員 柴 﨑 幹 男 

13番 国土交通省関東運輸局長 藤 田 礼 子 

14番 
横浜国立大学大学院都市イノベーション

研究院教授 
松 行 美帆子 

15番 東京都議会議員 中 田 たかし 

16番 国土交通省関東地方整備局長 橋 本 雅 道 

17番 東京農業大学地域環境科学部教授 水 庭 千鶴子 

18番 東京都議会議員 三 雲 崇 正 

19番 福生市長 加 藤 育 男 

20番 福生市議会議長 佐 藤 弘 治 

21番 東京都議会議員 中 山 寛 進 

22番 中央大学総合政策学部教授 篠 木 幹 子 

23番 東京都議会議員 加 藤 雅 之 

24番 警視総監   迫 田 裕 治 

25番 大妻女子大学社会情報学部教授 松 本 暢 子 

26番 東京都議会議員 原 田 あきら 

27番 消防総監 市 川 博 三 

28番 早稲田大学創造理工学部教授 佐々木 邦 明 

29番 東京都議会議員 宮 崎 大 輔 

30番 瑞穂町長 山 﨑   栄 

31番 日の出町議会議長 濵 中 映 慈 

32番 株式会社ドリームインキュベータ取締役 宇 田 左 近 

33番 弁護士 町 野   静 
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東京都市計画道路 幹線街路補助線街路第１ ３ ８ 号線 参考図 
〔 東京都決定〕  
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意 見 書 の 要 旨 

〔議第 7707 号〕 

 

東京都市計画道路の変更に係る都市計画の案を令和７年10月８日から２週間公衆の縦覧に供したところ、都市計画法第21条第２項において準用する同法第

17条第２項の規定により、１通（１名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨は次のとおりである。 

名   称 意 見 書 の 要 旨 東 京 都 の 見 解 

 

東京都市計画道

路幹線街路放射

第32号線 

 

 

Ⅰ 賛成意見に関するもの 

なし 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの 

なし 

 

Ⅲ その他の意見 

１通（１名） 

住吉駅は半蔵門線と都営新宿線の乗降があり、自転車や歩行者

の利用が多く見込まれる。安全で円滑な通行ができるように必要

な箇所については歩道の拡幅整備等を検討してほしい。 

 

 

 

Ⅰ 賛成意見に関するもの 

  なし 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの 

なし 

 

Ⅲ その他の意見 

 

本計画案は、本路線における全線について、車線数の決定をす

る都市計画変更となっている。 

本路線の住吉駅所在地を含む一部区間は、都市計画幅員まで完

成していない区間があるため、歩道拡幅等を検討していく。 
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地図・ 空中写真閲覧サービス  空中写真データ （ 国土地理院） をも と に作成 
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この地図は、東京都縮尺 1/2,500 地形図を使用（７都市基交第 674 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。 
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この地図は、東京都縮尺 1/2,500 地形図を使用（承認番号：７都市基交測第 34 号)して作成したものである。無断複製を禁ずる。この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。 

（承認番号） MMT利許第07-109号 令和７年５月22日 

（承認番号）７都市基交測第34号 令和７年５月20日 

（承認番号）７都市基街都第53号 令和７年５月13日 
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この地図は、東京都縮尺 1/2,500 地形図を使用（承認番号：７都市基交測第 34 号)して作成したものである。無断複製を禁ずる。この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。 
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意 見 書 の 要 旨 

〔議第 7715 号〕 

 

東京都市計画地区計画の決定に係る都市計画の案を令和７年10月８日から２週間公衆の縦覧に供したところ、都市計画法第17条第２項の規定により、13通

（11名、２団体）の意見書の提出があった。その意見書の要旨は次のとおりである。 

名   称 意 見 書 の 要 旨 東 京 都 の 見 解 

 

東京都市計画 

地区計画 

大崎駅東口第４

地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 賛成意見に関するもの 

３通（３名） 

１ 都市計画に関する意見 

（１）大崎駅東口第４地区の再開発については、当初の協議会スタ

ートから数えると、10年を優に超える年月が経過しており、当

初から計画に賛同して組合活動に尽力してきた多くの年配の

地権者が、高齢化のため組合活動に参加できなくなりつつあ

る。こうした状況からも、１日も早く計画が進捗するように、

迅速な行政の許認可手続きをお願いする。 

地域住民・ビジネスオーナーの目線としては、利便性の高い

エリアにもかかわらず、細く行き止まり道路が多く、また旧耐

震の建物が多く残存している等の課題が解決されずにあり、

また近年の気候変動を踏まえたハザードマップでは水没のリ

スクがある等、現状のままでは安心して居住や事業継続でき

ない環境にあるので、再開発によってこれらの問題を早期に

解決したいと考えている。 

当該地区については、新幹線品川駅やリニア新幹線始発駅

からも１駅、羽田空港からも直通便が計画されている交通利

便性がとても良い山手線大崎駅から徒歩圏内の立地である。

この利便性を生かした都市機能整備を進めることは、日本国

の首都東京の国際都市としての価値と魅力を高めることに寄

与するものであり、国および東京都の都市政策としても積極

的に取組むべきＰＪと考える。 

上述の通り早期に事業推進したい一方で、昨今の建築費の

高騰の余波で、都内でも再開発ＰＪの中止の事例が複数報告

 

Ⅰ 賛成意見に関するもの 

 

１ 都市計画に関する意見 

（１）～（３）「大崎駅東口第４地区まちづくりガイドライン」

では、業務・商業・住宅等の機能を導入し、複合市街地を整

備するとともに、まとまりある広場空間等の形成、大崎駅周

辺地域における歩行者の回遊性の向上、安全な自動車ネット

ワークやみどりのネットワークの形成、防災力の強化などが

示されている。 

今回の地区計画の決定は、まちづくりガイドラインなどを

踏まえ、品川区の市街地再開発事業の都市計画決定等にあわ

せ、実施するものである。 

  再開発準備組合は、市街地再開発事業の補助金を活用する

予定としており、都及び区は市街地再開発事業の実施にあた

っては、適切な事業計画となるよう支援するとともに、法令

等に基づき、再開発準備組合を適切に指導していく。 
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されており、今後事業計画を詰めてゆくにあたりＰＪの財政

収支の問題が表面化することを懸念している。地域・国家の

100年の計に資する公益性の高いＰＪであると思うので、地権

者の権利と生活が確保されつつ、ＰＪの収支が整うよう、財政

面での支援についてもご支援のほどよろしくお願いする。 

 

（２）当社はこの大崎の地で90年にわたり事業を行い変遷を見守

ってきた。その間、工業地帯だったこの地も住宅地やオフィス

街へと急速に移行し、現在では大崎駅を中心に多くの人が集

う大変活気のある街になっていると感じている。 

こうした再開発については、大崎駅東口は第１～第３地区

まで再開発が完了し、駅反対側の西口方面の開発も順調に進

んでいることから、大崎駅から目黒川までの山手通りと山手

線に挟まれた東口第４地区だけが取り残された感がある。老

朽化した建物や狭隘の道路が多く残るなど、防災上の観点か

らも早急に再開発を行い、大崎の街全体の魅力を高めてもら

えればと思う。若い世代が住みたくなる、働きたくなるような

次世代に向けた街づくりを推進していただければと思う。 

 

（３）ご説明でもありました通り、通勤時の道幅の狭さにより、車

が通り際には人がすれ違うのもやっとであり、車とぶつかり

そうになる。 

ぜひ、この地区計画を認可して頂き、安心安全な街にしてほ

しいと思う。 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの 

８通（６名、２団体） 

１ 都市計画に関する意見 

（１）山手線の形状により未整備や狭隘の道路はあるが、自宅と

大崎駅との往復が中心のため、問題は感じない。この地区の

住民は、大崎駅からの近距離の利便性を求めて転入しており

、緑豊かな整備地での生活を求めていない。緊急時も山手通

りからさほど離れていないため、救急・消火活動は他の隘路

地域よりも困難とは言えない。目黒川の氾濫対策は16番地を

中心に実施すればよいことで、川から離れた19・20番地まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの 

 

１ 都市計画に関する意見 

（１）本地区は、大崎駅の東口に位置する交通利便性の高い地区

であるが、狭隘な行き止まり道路や建物の老朽化の進行、バ

リアフリー歩行者ネットワークや緑空間の不足などの課題を

抱えている。 

今回の計画では、まちづくりの方針や地域の課題等を踏ま

え、駅や周辺市街地、目黒川との接続性を高めるとともに、

浸水等の災害時には緊急避難動線として機能する歩行者デッ

41



 

整備する理由にはならない。住民にとっては大崎駅の利便性

が最重要で、しかし線路が入り組んでいるため駅の改札口を

高い所へ設置せざるを得なく、これ以上の改札口やコンコー

スの増床・増設は困難なため、高層マンションによる人口増

加と混雑は、大崎駅の利便性をむしろ阻害する。居住してい

る住民のことを考えるなら、この都市計画は中止すべきであ

る。 

 

 

 

 

 

（２）10月８日（水）御殿山小学校アリーナにおける東京都の説

明は全く納得のできないものであった。 

「職・住・遊・学の拠点の魅力で、多様な人々をひきつけ

る質の高い先端都市」という街づくりの目標は、羊頭狗肉の

看板で、実態はそれとは程遠い40階と38階のタワマン２棟を

東西に建てると言うだけの物であり、地域コミュニティ施設

などはほんの申し訳のお飾り程度にあるだけだ。世界に飛躍

するかつてのソニーの様なベンチャー（先端企業）を育てる

ような仕掛けなど、どこにもない。ディベロッパーの真の狙

いは、販売価格が史上最高を更新し続けるうちに短期で資金

回収が出来てしまう分譲マンションを建てて売り逃げする事

に有る事は明白である。準工と言う日影規制の無い用途地域

を悪用して本来の目的とは外れた目一杯の高いタワマンを建

てて、Brillia Tower大崎などはサンドイッチ状に挟まれて

眺望も日影も失われる事になり、ひいては資産価値の毀損に

もつながる。また、地域社会も準備不足の状況でインフラは

逼迫し、学校や保育施設、買物施設の不足に見舞われ、朝夕

のラッシュ時の駅の一層の混雑化につながるだけである。そ

の点を指摘すると、東京都の課長の回答は、「駅への連絡通

路が出来る。（発言には無かったが、だから日当たりが悪く

なっても我慢しろとでも言うのか）」という全く以てピント

外れな物であった。駅への連絡通路が出来るから、日影や眺

望が失われる事を我慢しろと言うのか、全く以て筋違いな話

キ、緑豊かなオープンスペース、道路等の都市基盤を整備す

るなど、地域の防災対応力強化や環境負荷低減に配慮しなが

ら、研究開発・商業・住宅等の機能の導入を行い、大崎駅東

口における更なる拠点性の向上など、魅力ある複合市街地の

形成を図ることとしている。 

開発に伴う大崎駅への影響については、再開発準備組合が

区や鉄道事業者等と協議を行い、現在の改札等で対応が可能

であることを確認している。また、今後の開発の進展に伴う

駅施設の状況等を踏まえ、必要に応じ区や鉄道事業者、再開

発準備組合等において、対策などについて協議、検討を行う

こととしている。 

 

（２）～（４）今回の計画では、「大崎駅東口第４地区まちづく

りガイドライン」等に基づき、ものづくり産業や新産業、研

究開発などに携わる企業等の入居に対応した業務機能、都心

居住や子育て支援等を推進する住宅、商業等の機能の導入な

ど個性豊かな魅力を発信し続ける複合市街地の形成を図るこ

ととしている。 

開発に伴う大崎駅への影響については、再開発準備組合が

区や鉄道事業者等と協議を行い、現在の改札等で対応が可能

であることを確認している。また、今後の開発の進展に伴う

駅施設の状況等を踏まえ、必要に応じ区や鉄道事業者、再開

発準備組合等において、対策などについて協議、検討を行う

こととしている。 

学校等については、再開発準備組合が区と協議を実施し、

開発に伴う影響はないと確認している。また、買い物などの

ための生活支援施設については、計画の具体化にあわせ、検

討することとしている。 

日影の影響については、再開発準備組合が調査・予測を実

施しており、法令に基づく日影規制より厳しい複合日影によ

り、日影規制の範囲内となる計画とするとともに、公園や広

場、壁面の位置の制限を定め、隣棟間隔を確保するなどによ

り周辺環境に配慮した計画としている。なお、日照や眺望に

ついては、再開発準備組合が、今後計画の具体化にあわせ、

説明を行うなど丁寧な対応を実施することとしている。 
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株式会社春江 エコアース 航空写真 
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港湾道路新木場 13 号線

 
 

新
木
場
若
洲
線 

ＪＲ京葉線 

港湾道路新木場 11 号線 

東京湾岸道路 

0 100 200 300 400ｍ 

44

https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html


株式会社春江 エコアース 計画図 

 
 
 
 
 
 

 

この地図は、東京都縮尺 1/2,500 地形図を使用（７都市基交第 668 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。 

 「（承認番号）７都市基交第 668 号、令和７年７月２日、７都市基街都第 101 号、令和７年６月 11 日」 
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産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 計 画 

（建築基準法第 51 条ただし書の規定による特定行政庁の許可） 

 

名  称 位  置 面  積 事 業 主 体 備  考 

株式会社春江 

エコアース 

東京都江東区 

新木場四丁目地内 

 

約 0.32ha 株式会社春江 処理能力 

廃プラスチック類 破砕 

    約 383.65ｔ／日（24 時間） 

木くず 破砕 

     約 595.68ｔ／日（24 時間） 

「位置は、計画図表示のとおり」 

理 由 ：  最終処分に至るごみの減量及びリサイクルの向上を図るため、新たに廃棄物処理施設を建設し、破砕機を増設する。そのため建築基準法第 51

条ただし書の規定により、本施設の計画が都市計画に支障があるか否かについて、東京都都市計画審議会に付議する。 

建築概要 

名  称 事       項 備      考 

株式会社春江 

エコアース 

構   造     洗 車 場 （既存） 鉄骨造 地上 1階 

倉     庫 （既存） 鉄骨造 地上 2階 

廃棄物処理施設 （新設） 鉄骨造 地上 2階 

建築物の高さ     約 12ｍ 

敷 地 面 積     約 3,200 ㎡ 

建 築 面 積     約 1,500 ㎡ 

延 床 面 積     約 1,800 ㎡ 
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株式会社春江 エコアース 参考図１(施設配置図) 
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株式会社春江 エコアース 参考図２(外観図) 

 

北西方面から望む 
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